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【告示】  

番  号          表              題         担当 課名  
 ２０２   地籍調査の成果を認証した件         農山漁村振興課  
 
【人事委員会告示】 

  番 号        表                 題        担当課名 

   ４   徳島県人事委員会委員長印の廃棄 

     

   ５   徳島県人事委員会委員長印の新調 

 
【人事委員会公告】 

  番 号        表                 題        担当課名 

       令和８年度徳島県職員等採用試験案内（大 

       学卒業程度（夏試験））公告  
 
       令和８年度警察官Ａ採用試験公告 

 

       令和８年度警察官Ｂ（キャリアアピール） 

       採用試験公告  
 
【和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会指示】 

  番 号        表                 題        担当課名 

   １   瀬戸内海に隣接する海域（紀伊水道外域） 

       におけるさわらを対象とした漁業を禁止す 

       る件  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



徳島県告示第2 0 2号 

国土調査法（昭和26年法律第1 8 0号）第19条第１項の規定に基づき、三好市長から認証

の請求のあった地籍調査の成果については、同条第２項の規定により次のとおり認証した

。 

令和８年４月10日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純 

１⑴ 調査を行った者の名称 

三好市 

⑵ 調査を行った時期 

令和５年度及び令和６年度 

⑶ 成果の名称 

三好市（井内東の一部）の地籍図及び地籍簿（井川45地区） 

⑷ 調査を行った地域 

三好市井川町井内東の一部（井川45地区） 

⑸ 認証年月日 

令和８年３月30日 

２⑴ 調査を行った者の名称 

三好市 

⑵ 調査を行った時期 

令和５年度及び令和６年度 

⑶ 成果の名称 

三好市（漆川の一部）の地籍図及び地籍簿（三縄17地区） 

⑷ 調査を行った地域 

三好市池田町漆川の一部（三縄17地区） 

⑸ 認証年月日 

令和８年３月30日 

３⑴ 調査を行った者の名称 

三好市 

⑵ 調査を行った時期 

令和５年度及び令和６年度 

⑶ 成果の名称 

三好市（国政・重実の各一部）の地籍図及び地籍簿（山城51地区） 

⑷ 調査を行った地域 

三好市山城町国政及び重実の各一部（山城51地区） 

⑸ 認証年月日 

令和８年３月30日 

 



徳島県人事委員会告示第４号 

徳島県人事委員会公印規程（平成２年徳島県人事委員会訓令６）第５条第１項の規定によ

り、令和８年３月31日限り、次の委員長印を廃棄した。 

令和８年４月10日 

                                徳島県人事委員会委員長  坂  田  千 代 子 

委員長印 

 



徳島県人事委員会告示第５号 

徳島県人事委員会公印規程（平成２年徳島県人事委員会訓令６）第５条第１項の規定によ

り、令和８年４月１日、次の委員長印を新調した。 

令和８年４月10日                                                       

徳島県人事委員会委員長  坂  田  千 代 子                  

委員長印                                    
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和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会指示第１号 

漁業法（昭和 24 年法律第2 6 7号）第1 2 0条第１項の規定に基づき、瀬戸内海に隣接す

る海域（紀伊水道外域）におけるさわらを対象とした漁業について、次のとおり指示する

。 

令和８年４月10日 

和歌山・徳島連合海区漁業調整委員会    

会長 今 治 清 孝   

１ 定義 

この指示において「瀬戸内海に隣接する海域（紀伊水道外域）」とは、和歌山県紀伊

日ノ御埼灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬灯台に至る直線、和歌山県西牟婁

郡白浜町瀬戸埼から徳島県海部郡牟岐町牟岐漁港古牟岐東防波堤灯台に至る直線及び陸

岸によって囲まれた水域をいう。 

２ 操業の制限 

令和８年５月 15 日から同年６月 20 日までの間、さわらを目的とした操業を禁止する

。 

３ 指示の有効期間 

令和８年４月 10 日から令和９年３月 31 日まで 

 


